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任期　令和９年５月８日まで

分科会 氏名 所属団体名 団体での役職 兼務 備考

1 児童 淡路　ひろ子 秋田市民生児童委員協議会 副会長 民生委員審査

2 児童 石田　貴洋
一般社団法人秋田市歯科医師
会

地域保健理事

3 児童 稲見　育大 一般社団法人秋田市医師会 理事

4 児童 上村　清正 秋田市保育協議会 会長

5 児童 奥山　順子 元秋田大学教育文化学部 元教授

6 児童 加藤　敏
秋田市私立幼稚園・認定こど
も園協会

副会長

7 児童 桐生　智子 秋田市私立幼稚園PTA連合会 顧問 新任

8 児童 工藤　浩一 連合秋田中央地域協議会 事務局長

9 児童 煙山　翔平 秋田市保育協議会 会員

10 児童 斉藤　恵 秋田労働局 雇用環境・均等室長 新任

11 児童 佐々木　信光 秋田中央児童相談所 児童保護課長 民生委員審査

12 児童 佐藤　貴之 秋田市小学校長会 会員 民生委員審査 新任

13 児童 佐藤　功一 秋田商工会議所 専務理事 新任

14 児童 瀬尾　知子
国立大学法人秋田大学教育文
化学部

教授 新任

15 児童 鶴田　悦子 ＣＡＰあきた 代表

16 児童 中川　聖子 秋田市母子寡婦福祉連合会 会長

17 児童 松渕　聡子
秋田県公認心理師・臨床心理
士協会

副会長 新任

18 児童 宮城　智恵子 一般社団法人秋田県助産師会 理事

19 児童 山﨑　純
特定非営利活動法人子育て応
援Ｓｅｅｄ

理事長

20 障がい者 和泉　禮子 秋田市身体障害者協会 副会長

21 障がい者 佐々木　明美 社会福祉法人グリーンローズ
オリブ園子ども発達支
援センター　オリブ園

園長
地域福祉

22 障がい者 佐々木　雅樹
一般社団法人　秋田市手をつ
なぐ育成会

会長

23 障がい者 佐藤　宇右エ門 秋田公共職業安定所 所長 民生委員審査 新任

24 障がい者 佐藤　猛広 秋田県知的障害者福祉協会 会員 地域福祉

25 障がい者 高田屋　陽子
秋田県高等学校長協会特別支
援学校部会

部会長 新任

26 障がい者 筒井　貴久 医療法人　久幸会
げんきハウス下新城

管理者

27 障がい者 富田　毅
秋田県社会福祉事業団
高清水園

園長

28 障がい者 三浦　利哉 一般社団法人秋田市医師会 理事

社会福祉審議会委員名簿（案）
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分科会 氏名 所属団体名 団体での役職 兼務 備考

29 障がい者 三浦　雅子 ＮＰＯ法人秋田けやき会 理事

30 障がい者 毛内　嘉威 秋田公立美術大学 副学長

31 障がい者 矢野　珠巨 秋田県立医療療育センター センター長

32 障がい者 山永　明
独立行政法人高齢･障害･求職
者雇用支援機構　秋田障害者
職業センター

所長

33 高齢者 稲庭　千弥子
秋田県介護老人保健施設連絡
協議会

会長

34 高齢者 大友　健
一般社団法人秋田県薬剤師会
秋田中央支部

幹事長

35 高齢者 川村　啓子
公益社団法人認知症の人と家
族の会秋田県支部

副代表

36 高齢者 熊谷　肇 一般社団法人秋田市医師会 副会長

37 高齢者 金野　大志
秋田市地域包括・在宅介護支
援センター連絡協議会

副会長 地域福祉

38 高齢者 佐々木　真
秋田市老人福祉施設連絡協議
会

会長 地域福祉

39 高齢者 下田　悟士
一般社団法人秋田市歯科医師
会

福祉保健理事

40 高齢者 高杉　静子
元秋田市エイジフレンドリー
シティ行動計画推進委員会

元委員

41 高齢者 千葉　幸二 秋田市老人クラブ連合会 会長

42 高齢者 萩原　智代
日本赤十字東北看護大学看護
学部

准教授

43 高齢者 保泉　拓
一般社団法人秋田県社会福祉
士会

理事

44 高齢者 村松　功英 秋田市民生児童委員協議会 会長 地域福祉

45 高齢者 綿貫　哲
秋田県中央地区介護支援専門
員協会

監事

46 地域福祉 遠藤　善衛
秋田市ボランティア連絡協議
会

会長

47 地域福祉 黒崎　義雄
社会福祉法人　秋田市社会福
祉協議会

会長 民生委員審査

48 地域福祉 佐々木　政昭 中央地域づくり協議会 会長 民生委員審査

49 地域福祉 鈴木　徹
国立大学法人秋田大学教育文
化学部

准教授 新任

50 地域福祉 長谷川　元子 秋田市保育協議会 副会長

51 地域福祉 藤原　美佐子 秋田弁護士会
高齢者・障害者問題
対策委員会委員長 新任

52 地域福祉 宮腰　尚久 国立大学法人秋田大学医学部 医学部長 新任
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社会福祉審議会関係職員一覧（課所室長以上(R８.４.1 時点)） 

 
福祉保健部 

職    名 氏    名 

 福祉保健部長 
やなぎ

柳  
だ

田 
よし

義 
と

人  

  福祉保健部次長 
ふな

船 
き

木  
たか

貴 
ひろ

博 

 福祉保健部副理事 兼 福祉総務課地域福祉推進室長 
あい

相 
ば

場   修
おさむ

 

 福祉保健部副理事 兼 監査指導室長 佐
さ

 藤
とう

   伸
しん

 

  福祉総務課長 
いの

井 
うえ

上 みどり 

  障がい福祉課長 
まつ

松 
はし

橋 良
りよう

 
こ

子 

  長寿福祉課長 
こ

児 
だま

玉   功
いさお

 

  保護第一課長 
た

田 
なか

中  
まこ

真 
と

人 

 保護第二課長 
ふじ

藤 
しま

島  
しん

伸 
や

也 

 介護保険課長 芹
せり

 田
た

 英
えい

 一
いち

 

保健所 

 保健所長  柴
しば

 田
た

   裕
ゆたか

 

 保健所次長 堀
ほり

 井
い

 浩
ひろ

 之
ゆき

 

  保健所副理事 兼 衛生検査課長 
さい

齋 
とう

藤   稔
みのる

 

 保健所副理事 兼 保健総務課長 
いし

石 
かわ

川 
こう

晃 
いち

一 

 保健予防課長  本
ほん

 田
だ

 由美子
ゆ み こ

 

  健康管理課長 横
よこ

 山
やま

 あき子
こ

 

 健康管理課自殺対策担当課長 
たか

髙 
ぎ

木 
やす

康 
ゆき

之 

子ども未来部 

 子ども未来部長 
ふじ

藤 
わら

原  
けん

健 
いち

一 

 子ども未来部次長 
よし

吉 
だ

田 
とも

智 
き

紀 

 子ども家庭センター所長 
か

加
が

賀
や

谷  
よ う

洋
こ

子 

  子ども総務課長 
まき

牧 
の

野 
てい

悌 
こ

子 

 子ども育成課長 長谷川
は せ が わ

   基
もとい

 

 子ども福祉課長 赤
あか

 津
つ

 順
より

 子
こ

 

 子ども健康課長 新田目
あ ら た め

 幸
さち

 子
こ

 

 子育て相談支援課長 加
か

 藤
とう

   斉
ひとし
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令８福障第９１７号  

令和８年５月２５日  

  

 秋田市社会福祉審議会委員長 様 

 

秋田市長 沼 谷   純   

（ 公 印 省 略 ） 

 

「第８期秋田市障がい福祉計画」および「第４期秋田市障がい児福祉計画」 

の策定について（諮問） 

 

 本市では、障害者基本法に基づく「市町村障害者計画」として、障がい者のための

施策に関する基本的な計画である「第６次秋田市障がい者プラン」を、障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく「市町村障害福祉計画」と

して、「第７期秋田市障がい福祉計画」を、児童福祉法に基づく「市町村障害児福祉

計画」として、「第３期秋田市障がい児福祉計画」を策定し、各種障がい福祉施策を

展開しているところです。 

 「第７期秋田市障がい福祉計画」および「第３期秋田市障がい児福祉計画」の計画

期間が令和８年度までとなっていることから、国が示す基本指針に即して、今年度中

に令和９年度から１１年度までを計画期間とする新たな計画を策定することといたし

ました。 

 つきましては、貴審議会のご意見を賜りたく、「第８期秋田市障がい福祉計画」お

よび「第４期秋田市障がい児福祉計画」の策定について諮問いたしますので、よろし

くご審議のほどお願い申し上げます。 
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社 会 福 祉 審 議 会 資 料  

令 和 ８ 年 ５ 月 ２ ５ 日  

福祉保健部障がい福祉課  
 

第８期秋田市障がい福祉計画および第４期秋田市障がい児福祉計画 

の策定について 

 
１ 秋田市障がい福祉計画および秋田市障がい児福祉計画の概要 

秋田市障がい福祉計画は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律、秋田市障がい児福祉計画は児童福祉法に基づく法定計画であり、国の基本指針に即

して、福祉サービス等の提供体制、必要な見込量および量を確保するための施策などを

定めるもの。両計画は一体のものとして作成することができる。 

    

２ 秋田市障がい者プランと秋田市障がい福祉計画、秋田市障がい児福祉計画の関係 

本市では、基本理念や障がい福祉施策の全体像を示す「障がい者プラン」に、「障がい

福祉計画」および「障がい児福祉計画」を包含している。障がい者プランは６年ごと、両

計画は３年ごとに改定している。 

 

○第６次障がい者プラン（令和 6〜11 年度）の構成 

令和６年度～11 年度 

第６次秋田市障がい者プラン 

令和６～８年度 令和９～11 年度 

・第７期秋田市障がい福祉計画 

・第３期秋田市障がい児福祉計画 

・第８期秋田市障がい福祉計画 

・第４期秋田市障がい児福祉計画 

 

３ 策定スケジュール（予定） 

 

時期 内容 

令和８年 

 

５月 第１回社会福祉審議会全体会（諮問） 

第１回障がい者専門分科会（概要説明） 

６月 ６月議会厚生委員会（概要説明） 

６～８月 素案作成作業 

９月 第２回障がい者専門分科会（素案説明） 

９月議会厚生委員会（素案説明） 

９～10 月 原案作成作業 

11 月 第３回障がい者専門分科会（原案説明） 

12 月 11 月議会厚生委員会（原案説明） 

パブリックコメント実施 

令和９年 

 

 

１月 成案作成作業 

２月 第４回障がい者専門分科会（成案説明） 

第２回社会福祉審議会全体会（答申） 

３月 ２月議会厚生委員会（成案説明） 

計画策定・公表 
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社会福祉審議会資料 

令和８年５月２５日 

子 ど も 総 務 課 

 

 

（仮称）被措置児童等虐待報告部会の設置について 

 

 

１ 設置経緯 

 児童福祉法の改正により令和７年１０月から保育所等における虐待等の通報が

義務化されたことに合わせ、こども家庭庁・文部科学省から改正ガイドラインが

示されたことを受け、通報に対して市が事実確認などの措置を講じた場合に、 

保育所等の情報や子どもの状況を報告する「被措置児童等虐待報告部会（以下

「部会」という。）」を新たに設置するものです。 

 

２ 部会への報告等 

(1) 市が虐待について事実確認等の必要な措置を講じた全ての事案について、保

育所等の情報を報告します。 

(2) 重大な事案の場合や部会の委員が求めたときには、緊急に部会を開催し、報

告します。 

(3) 重大な事案や市として判断に迷った事案について意見を求めます。 

 

３ 本市の対応 

(1) 秋田市社会福祉審議会児童専門分科会に部会を設置します。 

(2) 部会の委員は、子どもの状態を専門的に分析できる委員や保育所等の状況を

適切に判断できる委員を、同分科会から５名程度選定します。 
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令和８年度 

 

 

当初予算の概要 

 

 

 

 

 

 

　１　当初予算総額 

  

 

　２　福祉保健部、保健所、子ども未来部関連予算の状況 

 

 

　３　主な施策、事業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋 田 市
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１　当初予算総額 

 

一般会計 1,441億8,000万円 （７年度 1,483億9,000万円）

古川流域治水対策事業や物価高騰支援給付金給付事業（不足額給付分）

の減などにより、対前年度比で42億1,000万円、2.8％の減

特別会計 741億2,685万2千円 （７年度 736億5,724万3千円）

後期高齢者医療事業会計における秋田県後期高齢者医療広域連合への納
付金の増などにより、対前年度比で4億6,960万9千円、0.6％の増

企業会計 497億9,337万3千円 （７年度 452億8,766万8千円）

水道事業会計における仁井田浄水場等整備事業の増などにより、
対前年度比で45億 570万5千円、9.9％の増

対前年度増減率

一般会計 144,180,000千円 △2.8％

特別会計 74,126,852千円 0.6％

企業会計 49,793,373千円 9.9％

全会計合計 268,100,225千円 0.3％
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２　福祉保健部、保健所、子ども未来部関連予算の状況 

（単位：千円、％）
前年度比較

一般会計 部門別 一般会計 部門別

144,180,000 100.0 148,390,000 100.0 △ 2.8

26,924,252 18.7 100.0 26,711,131 18.0 100.0 0.8

18,144,224 12.6 67.4 17,601,314 11.9 65.9 3.1

社 会 福 祉 総 務 費 966,414 0.7 3.6 999,297 0.7 3.7 △ 3.3

障 害 者 福 祉 費 9,764,543 6.8 36.3 9,464,992 6.4 35.4 3.2

老 人 福 祉 費 1,258,639 0.9 4.7 1,057,928 0.7 4.0 19.0

医 療 給 付 費 1,320,701 0.9 4.9 1,308,415 0.9 4.9 0.9

社 会 福 祉 施 設 費 100,876 0.1 0.4 100,760 0.1 0.4 0.1

介 護 保 険 費 4,733,051 3.3 17.6 4,669,922 3.1 17.5 1.4

8,779,328 6.1 32.6 9,088,660 6.1 34.0 △ 3.4

生 活 保 護 総 務 費 430,901 0.3 1.6 400,127 0.3 1.5 7.7

扶 助 費 8,348,427 5.8 31.0 8,688,533 5.9 32.5 △ 3.9

700 0.0 0.0 21,157 0.0 0.1 △ 96.7

災 害 救 助 費 700 0.0 0.0 21,157 0.0 0.1 △ 96.7

1,871,023 1.3 100.0 1,802,925 1.2 100.0 3.8

1,871,023 1.3 100.0 1,802,925 1.2 100.0 3.8

病 院 費 1,871,023 1.3 100.0 1,802,925 1.2 100.0 3.8

194,641 0.1 100.0 178,300 0.1 100.0 9.2

194,641 0.1 100.0 178,300 0.1 100.0 9.2

食 肉 衛 生 検 査 所 費 194,641 0.1 100.0 178,300 0.1 100.0 9.2

782 0.0 100.0 783 0.0 100.0 △ 0.1

782 0.0 100.0 783 0.0 100.0 △ 0.1

介 護 保 険 費 782 0.0 100.0 783 0.0 100.0 △ 0.1

2,006,333 1.4 100.0 2,362,416 1.6 100.0 △ 15.1

2,006,333 1.4 100.0 2,362,416 1.6 100.0 △ 15.1

保 健 所 総 務 費 858,504 0.6 42.8 828,764 0.6 35.1 3.6

健 康 増 進 事 業 費 251,747 0.2 12.5 274,449 0.2 11.6 △ 8.3

予 防 費 886,423 0.6 44.2 1,249,023 0.8 52.9 △ 29.0

結 核 対 策 費 9,659 0.0 0.5 10,180 0.0 0.4 △ 5.1

21,023,622 14.6 100.0 21,943,440 14.8 100.0 △ 4.2

1,013,772 0.7 4.8 993,681 0.7 4.5 2.0

社 会 福 祉 総 務 費 31,348 0.0 0.1 30,314 0.0 0.1 3.4

医 療 給 付 費 982,424 0.7 4.7 963,367 0.6 4.4 2.0

20,009,850 13.9 95.2 20,949,759 14.1 95.5 △ 4.5

児 童 福 祉 総 務 費 11,776,249 8.2 56.0 12,697,319 8.6 57.9 △ 7.3

児 童 措 置 費 6,109,867 4.2 29.1 6,226,711 4.2 28.4 △ 1.9

母 子 福 祉 費 19,413 0.0 0.1 18,453 0.0 0.1 5.2

児 童 福 祉 施 設 費 2,073,796 1.4 9.9 1,974,650 1.3 9.0 5.0

次 世 代 育 成 支 援 費 30,525 0.0 0.1 32,626 0.0 0.1 △ 6.4

831,472 0.6 100.0 792,517 0.5 100.0 4.9

831,472 0.6 100.0 792,517 0.5 100.0 4.9

母 子 保 健 費 831,472 0.6 100.0 792,517 0.5 100.0 4.9

409,000 0.3 100.0 348,492 0.2 100.0 17.4

400,223 0.3 97.9 340,075 0.2 97.6 17.7

幼 稚 園 費 400,223 0.3 97.9 340,075 0.2 97.6 17.7

8,777 0.0 2.1 8,417 0.0 2.4 4.3

社 会 教 育 総 務 費 8,777 0.0 2.1 8,417 0.0 2.4 4.3

病 院 事 業 債 管 理 会 計 1,732,593 1,722,654 0.6

母 子父子寡婦福 祉資金
貸 付 事 業 会 計

17,757 24,774 △ 28.3

介 護 保 険 事 業 会 計 31,743,811 31,574,535 0.5

増減率

秋 田 市 一 般 会 計 総 額

民 生 費 （ 福 祉 関 係 ）

社 会 福 祉 費

生 活 保 護 費

区 分
令和７年度

当初予算額
構 成 比 率

令和８年度

民生費（子ども未来部関係）

社 会 福 祉 費

児 童 福 祉 費

衛生費（子ども未来部関係）

衛 生 費 （ 福 祉 関 係 ）

病 院 費

衛生費（食肉衛生検査所関係）

食 肉 衛 生 検 査 所 費

民 生 費 （ 保 健 所 関 係 ）

社 会 福 祉 費

当初予算額
構 成 比 率

衛 生 費 （ 保 健 所 関 係 ）

保 健 所 費

災 害 救 助 費

母 子 衛 生 費

教育費（子ども未来部関係）

幼 稚 園 費

社 会 教 育 費

特別
会計

－9－



 

３　主な施策・事業 

 

主な施策・事業は、「秋田市『プラスの循環』プラン」に掲げる次の５つの将来都市

像に沿って分類しています。 

 

 

　将来都市像１　豊かで活力に満ちたまち 

産業振興により地域経済を活性化し、しごととにぎわいを創出することによ

り都市としての求心力を高め、多様な交流や連携を構築し、県都として周辺圏

域の発展を牽引する「豊かで活力に満ちたまち」を目指します。 

 

 

　将来都市像２　多様な主体でつくる元気なまち 

すべての市民が主人公として尊重され、それぞれの役割や居場所で、個性や

能力を発揮し、充実した生涯を送ることができるよう、地域、ＮＰＯ、企業、

行政等が関わり、支えあう「多様な主体でつくる元気なまち」を目指します。 

 

 

　将来都市像３　人と文化をはぐくむ誇れるまち 

文化をいかした魅力あるまちづくりを進め、生涯にわたり文化・スポーツ活

動に取り組める環境の中で、誰もが目標に向かって成長し、希望に満ちた生活

を送ることができる「人と文化をはぐくむ誇れるまち」を目指します。 

 

 

　将来都市像４　健康で安全安心に暮らせるまち 

生活の危険を回避できる十分な体制を整備し、市民が健やかな心身を保ちな

がら、「健康で安全安心に暮らせるまち」を目指します。 

 

 

　将来都市像５　緑あふれる持続可能なまち 

利便性の高い都市基盤を整備しながら、本市の住みよい環境の保全と次世代

へ継承することができるコンパクトシティの形成による「緑あふれる持続可能

なまち」を目指します。 

 

 ※　事業名の前の 新 は新規事業を、[戦] はプラスの循環戦略に位置づける事業を表し

ています。 
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（単位：千円） 

 

将来都市像２　多 様 な 主 体 で つ く る 元 気 な ま ち 

 

政策２　地域福祉の充実 

 

【施策①　地域福祉の推進】 

 

　１　秋田市社会福祉協議会福祉活動費補助金等（福祉保健部） 61,584 

秋田市社会福祉協議会が行う各種社会福祉活動を支援し、地域における  

社会福祉を推進するため、同協議会に対して補助金の交付等を行う。  

・社会福祉活動費補助金  

・ボランティア保険料負担金  

  

　２　民生委員活動推進事業（福祉保健部） 60,369 

社会福祉の増進に努める民生委員・児童委員および民生児童委員協議会  

の活動を支援し、地域福祉の向上を図る。  

  

　３　戦没者追悼式・平和祈念式典開催経費（福祉保健部） 997 

秋田市出身の戦没者および被災者に追悼の意を表するとともに、恒久平  

和を祈念するために、戦没者追悼式・平和祈念式典を開催する。  

  

　４　地域福祉計画推進経費（福祉保健部） 318 

令和７年３月策定の第５次秋田市地域福祉計画に基づき、各地区の支援  

体制構築の取組を推進する。  

・避難支援対象者名簿等の更新および配布  

・福祉避難所の体制整備  

  

　５　特別弔慰金支給経費（福祉保健部） 229 

国から支給される戦没者等の遺族に対する特別弔慰金に関し、市内在住  

請求者の受付窓口としての業務を行う。  

  

　６　要援護者支援体制整備事業（福祉保健部） 7,126 

高齢者や障がい者など災害時要援護者の情報を、庁内で共有し、地域に  

提供するための「要援護者支援システム」をクラウド化する。  

 

【施策②　障がい者福祉の充実】 

 

　１　地域活動支援センター運営事業（福祉保健部） 41,161 

在宅の障がい児（者）に対し、通所による作業訓練、生活指導、創作的  

活動の機会の提供等を行う地域活動支援センターを運営するため、ＮＰＯ  

法人等に運営を委託し、又は運営費を補助する。  

・市内５か所  

  

　２　障がい者交通費補助事業（福祉保健部） 84,284 

障がい児（者）の経済的負担の軽減と生活圏の拡大を図るため、在宅の  

身体・知的障がい児（者）のバス運賃を無料化する。  

また、重度の身体障がい児（者）の福祉の増進を図るため、在宅の重度  
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身体障がい児（者）の通院加療時のタクシー利用料金の一部を給付する。  

  

　３　障がい者社会参加促進事業（福祉保健部） 2,562 

障がい児（者）の自立と社会参加を促進するため、点字広報の発行、手  

話奉仕員養成研修や障がい者スポーツ教室等を開催するほか、自動車運転  

免許の取得等に要する費用を助成する。  

  

　４　障がい者相談支援等事業（福祉保健部） 65,961 

障がい児（者）が自立した日常生活および社会生活を営むことができる  

ようにするため、障がい児（者）やその介護者等からの相談に応じ、情報  

の提供や助言、障害福祉サービスの利用等必要な支援業務を実施する。  

・基幹相談支援センターによる総合相談受付等の実施  

・委託による相談支援等の実施  

  

　５　障がい福祉計画等策定経費（福祉保健部） 317 

令和８年度末をもって計画期間が終了する「第７期秋田市障がい福祉計  

画」および「第３期秋田市障がい児福祉計画」について、次期計画の策定  

に向け、秋田市社会福祉審議会および秋田市障がい者総合支援協議会で検  

討、協議を行う。  

  

　６　意思疎通支援事業（福祉保健部） 18,459 

聴覚、言語機能、音声機能等の障がいにより、意思疎通を図ることに支  

障がある障がい児（者）の自立と社会参加を促進するため、手話通訳者の  

設置や手話通訳者等の派遣および遠隔手話通訳サービスを実施する。  

  

　７　障がい児者日中一時支援事業（福祉保健部） 1,268 

障がい児（者）の介護者が急病等のやむを得ない理由で一時的に介護で  

きない場合に、日中、施設において障がい児（者）を介護する。  

  

　８　新  南浜地域活動支援センター改修経費（福祉保健部） 2,120 

施設機能維持のため、雨漏りおよび老朽化による汚損等の内部修繕並び  

に入り口周辺の腐食部修繕を行う。  

  

　９　障がい者虐待防止事業（福祉保健部） 767 

障害者虐待防止法に基づき、障がい者に対する虐待の予防、早期発見、  

虐待を受けた障がい者の保護等を行うため、障がい者虐待防止センターの  

運営等を行う。  

  

　10　障がい者等自発的活動支援事業（福祉保健部） 1,200 

障がい児（者）が自立した日常生活および社会生活を営むことができる  

よう、障がい児（者）やその家族、地域住民、関係諸団体等が自発的に行  

う活動に対して補助金を交付する。  

  

　11　新  障がい福祉等システム標準化事業（福祉保健部） 145,513 

現行の障がい福祉等システムを、国が示す標準仕様書へ適合したシステ  

ムに、令和９年３月までに更新する。  

  

　12  障がい児通所施設利用料無償化事業（福祉保健部） 774 

未就学の障がい児を対象として、児童発達支援および居宅訪問型児童発  
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達支援を利用した際の利用料を無償化する。  

  

　13  障がい者共生社会実現関連経費（福祉保健部） 197 

「秋田市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例」に基づ  

き、相互理解を促進するための関連事業を実施するほか、権利擁護に関す  

る相談や障がいを理由とする差別への相談に対応する。  

  

　14　障がい者福祉医療費給付事業（福祉保健部） 1,320,701 

高齢身体障がい者、重度心身障がい児（者）の心身の健康の保持と生活  

の安定を図るため、医療費の自己負担分を助成する。  

  

　15　精神障がい者交通費補助事業（保健所） 18,128 

精神障がい者の社会復帰と社会参加の促進を図るため、精神障害者保健  

福祉手帳所持者に福祉特別乗車証を発行し、通院および訓練施設への通所  

に利用する路線バス等の運賃を無料化する。  

 

【施策③　高齢者福祉の充実】 

 

　１　成年後見制度利用促進体制整備事業（福祉保健部） 22,761 

成年後見制度の利用促進に関する施策を推進し、認知症、知的障がい、  

その他精神上の障がいがあることにより財産の管理や日常生活に支障のあ  

る方の権利擁護を図る。  

・成年後見制度利用促進に係る中核機関（秋田市権利擁護センター）の  

運営  

・秋田市成年後見制度利用促進協議会の運営  

  

　２ [戦] エイジフレンドリーパートナーづくり推進事業（福祉保健部） 311 

高齢者等にやさしい取組を継続して行う事業者等をエイジフレンドリー  

パートナーとして登録し、民間サイドから誰もが将来にわたっていきいき  

と暮らせる健康長寿社会づくりを推進する。  

　　　・パートナー登録や交流会の開催によるパートナーづくりの推進  

  

　３ [戦] 高齢者コインバス事業（福祉保健部） 263,522 

満65歳以上の高齢者が市内の路線バスを利用する際に、秋田中央交通株  

式会社が発行する「シニアアキカ」を使用して、令和８年５月利用分まで  

は100円、令和８年６月以降利用分は150円で乗車できるよう助成し、高齢  

　　者の外出促進と社会参加を支援する。  

  

　４　高齢者雪寄せ・雪下ろし支援事業（福祉保健部） 2,760 

おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者等に雪寄せ援助員を派遣し、玄  

関から道路までの通路の雪寄せを行うほか、道路豪雪対策本部が設置され  

た場合に雪下ろし等に要した費用の一部を助成する。  

  

　５　介護予防・生活支援サービス事業（福祉保健部） 498,706 

要支援認定者等が、要介護状態となることを予防するため、訪問・通所  

サービス等の事業を実施する。  

  

　６　通所型介護予防事業（福祉保健部） 3,026 

要支援認定者等に対し、通所による運動器の機能向上、栄養改善、口腔  
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機能向上の個別プログラムを提供し、要介護状態となることを予防すると  

ともに、自立した日常生活を送ることができるよう支援する。  

  

　７　介護予防ケアマネジメント事業（福祉保健部） 70,905 

高齢者一人ひとりが自ら介護予防、健康の維持・増進に取り組めるよう  

地域包括支援センターがアセスメントを行い、利用者の状況を踏まえたケ  

アプランを作成する。  

  

　８ [戦] はつらつくらぶ事業（福祉保健部） 9,581 

高齢者が要介護状態等になることを予防するため、水中運動や介護予防  

体操などの教室を開催し、介護予防に役立つ知識の普及啓発を図る。  

  

　９　介護支援ボランティア制度運営経費（福祉保健部） 4,789 

元気な高齢者が行うボランティア活動にポイントを付与することで、本  

人の健康増進や介護予防、社会参加や地域貢献を通じた生きがいづくりを  

促進する。  

  

　10 [戦] 地域包括支援センター運営事業（福祉保健部） 435,373 

市内18か所に設置する地域包括支援センターにおいて、高齢者が住み慣  

れた地域で安心してその人らしい生活を継続できるように、包括的・継続  

的に支援を行う地域包括ケアを推進する。  

・総合相談支援業務、権利擁護業務  

・介護予防ケアマネジメント業務  

・申請代行（介護保険、高齢者福祉サービス）  

・地域ケア会議の開催  

  

　11　緊急通報システム事業（福祉保健部） 9,300 

ひとり暮らし等の高齢者世帯に対し、緊急通報装置を貸与し、緊急事態  

が発生した場合の援助要請を容易にするほか、定期的な安否確認を行う。  

  

　12 [戦] 在宅医療・介護連携推進事業（福祉保健部） 29,197 

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で暮ら  

し続けることができるよう、医師会をはじめとした医療・介護関係者と連  

携し、多職種協働により在宅医療・介護サービスの一体的な提供体制を構  

築する。  

・秋田市在宅医療・介護連携センターの運営  

  

　13 [戦] 高齢者生活支援体制整備事業（福祉保健部） 70,038 

市全域および各地域包括支援センター圏域における、生活支援サービス  

の担い手養成や発掘、地域資源の開発、関係者間のネットワーク構築など  

により、高齢者を含めた地域住民の自助・互助やボランティアなどの多様  

な主体による多様なサービスの提供体制を構築する。  

・生活支援コーディネーターの配置  

・協議体の運営  

  

　14 [戦] 認知症対策推進事業（福祉保健部） 6,521 

認知症になってもできる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続ける  

ことができるように、地域における認知症支援体制の構築を図る。  

・認知症に関する理解促進のためのパンフレットの作成・配布  

・認知症カフェへの支援  
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・認知症初期集中支援チームの運営・研修会の実施  

・認知症等高齢者の見守り体制づくり  

  

　15　新 [戦] 認知症チームオレンジ推進事業（福祉保健部） 171 

認知症の本人とその家族の様々なニーズと、認知症サポーターを中心と  

した支援をつなぐ取組を各圏域ごとに行う、「秋田市版チームオレンジ」  

を整備する。  

・活動グループ（チームオレンジ）の支援  

・オレンジコーディネーターの配置  

  

　16 [戦] 介護予防ケアマネジメント強化推進事業（福祉保健部） 17,800 

地域包括支援センター職員等が実施する介護予防ケアマネジメントの質  

の向上を図るため、介護予防ケアプランの分析・評価や、リハビリ専門職  

による介護予防ケアマネジメント支援などを行う。  

  

　17  介護予防セルフケア推進事業（福祉保健部） 1,513 

住民が運営する通いの場へ医療専門職を派遣し、運動・口腔・栄養につ  

いて参加者が介護予防に効果的なセルフケアに関する知識等を取得するこ  

とを支援する。また、通いの場の参加者を対象に「介護予防手帳」を配布  

し、自らの健康の維持・増進に向けた取組を行うよう支援する。  

  

　18　介護予防健康相談教育事業（保健所） 6,249 

要介護状態となることを予防するため、各種事業を通して、介護予防に  

関する知識の普及啓発を図り、高齢者の健康づくりを促進する。  

・地域での健康教育・健康相談  

・体力づくり教室  

・いいあんべぇ体操普及啓発事業  

・健康と栄養講話会・地区栄養改善事業  

・歯科健康講話会・口腔機能向上学級  

  

　19 [戦] シニア元気アップ事業（フレイル予防事業）（保健所） 6,172 

高齢者の身体的・心理的・社会的な虚弱の状態（フレイル）を予防する  

ため、東京大学高齢社会総合研究機構が開発したフレイルチェックを行う  

市民サポーターを秋田大学と連携して養成し、地域の通いの場などにおい  

てフレイルチェックを実施する。 

 

政策３　次代を担うこども・若者の成長支援 

 

【施策①　こども・子育て環境の充実】 

 

　１ [戦] 子ども福祉医療費給付事業（子ども未来部） 982,424 

子育て世帯の経済的負担の軽減と子どもを生み育てやすい環境づくりを  

進めるため、乳幼児・小中高生、ひとり親家庭等の児童を対象に医療費の  

自己負担分を助成する。  

  

　２  新 [戦] こども食堂支援事業（子ども未来部） 1,440 

こども食堂を運営する団体に対し、食材費の購入等に充てるための費用  

について補助し、活動の継続を支援する。  
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　３  ひとり親家庭自立支援事業（子ども未来部） 9,093 

ひとり親家庭の親の増収による自立促進を図るため、講習会の開催、各  

種講座受講への補助などの就労支援事業を実施する。                   

  (1) 就業支援講習会事業 427  

(2) 自立支援教育訓練給付金事業 206  

(3) 高等職業訓練促進給付金事業 8,160  

(4) 高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金事業 300  

  

　４　母子父子寡婦福祉資金貸付事業（子ども未来部） 9,790 

母子家庭および父子家庭ならびに寡婦等を対象に修学資金・就学支度資  

金などの貸付けを行う。  

  

　５  新 [戦] 共育て推進事業（子ども未来部） 330 

男性の家事育児への参画を促すため、実践講座を開催し、共育てを推進  

する。  

  

　６ [戦] 第１子保育料無償化事業（子ども未来部） 206,576 

一定の所得制限のもと第１子の保育料を無償化し、子育て世帯の経済的  

負担を軽減することにより、子育て環境の向上を図る。  

  

　７  新 [戦] 保育の魅力発信事業（子ども未来部） 96 

将来の保育士の人材確保を図るため、高校生に対し保育士の仕事や保育  

現場の魅力を発信する。  

  

　８　奨学金返還助成事業（子ども未来部） 9,752 

保育士、保育教諭を対象として、市内認可保育所等に就職することなど  

を要件に奨学金の返還へ助成し、人材の確保を図る。  

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜債務負担行為設定＞  

・募集期間　令和９年３月まで  

・助成期間　５年間  

・助成金額　最大100万円（年助成額上限20万円×５年間）  

・助成要件　①平成30年度以降、新たに保育士、保育教諭として市内認  

可保育所等に従事する者  

②市内に住所がある者  

③（独）日本学生支援機構等の奨学金（入学時の一時金を  

含む）貸与を受けた者  

④秋田県奨学金返還助成制度に該当する場合は、当該制度  

を併せて活用  

  

　９　児童福祉施設等整備費補助金（子ども未来部） 145,671 

子どもの安全確保の観点から、老朽化した認可保育所の大規模修繕等の  

整備費を補助する。                                           

(1) 園舎の大規模修繕            

・かわしり保育園（認可保育所） 143,590  

(2) 防犯対策の強化に係る整備   

・南通りすこやか保育園（認可保育所） 255  

・白百合いずみこども園（保育所型認定こども園） 952  

・白百合こども園（保育所型認定こども園） 874  
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　10　子ども広場運営事業（子ども未来部） 24,053 

フォンテＡＫＩＴＡ内で、親子が交流・情報交換できる場を提供すると  

ともに、短時間の託児実施により子育てを支援する。  

  

　11　病児・病後児保育事業（子ども未来部） 87,526 

病児・病後児保育を行う保育所等に対し、看護師の配置にかかる経費等  

を補助する。   

(1) 体調不良児対応型 41,358  

保育中に微熱を出すなど体調不良となった児童に対し、保護者が迎  

えに来るまでの間、安全に保育する。  

(2) 病後児対応型 15,920  

病気の回復期である児童が、保護者の勤務等の都合により家庭で保  

育を行うことが困難な場合、一時的に保育する。  

(3) 病児対応型 30,248  

当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至らない児童  

が、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な場  

合、一時的に保育する。  

  

　12 [戦] 私立保育所等延長保育事業（子ども未来部） 92,816 

延長保育を実施する私立認可保育所、認定こども園および地域型保育事  

業に対し、保育士の加配経費等を補助する。  

  

　13 [戦] 私立保育所等障がい児保育事業（子ども未来部） 110,465 

障がい児を受け入れる私立認可保育所および認定こども園に対し、保育  

士の加配経費等を補助する。  

  

　14　一時預かり事業（子ども未来部） 180,299 

保護者の傷病等により一時的に育児ができなくなった場合の一時預かり  

を行う施設に対し、保育士又は幼稚園教諭の加配経費等を補助する。  

(1) 私立保育施設一時預かり事業 63,099  

(2) 認定こども園一時預かり事業 99,691  

(3) 幼稚園一時預かり事業 17,509  

  

　15  すこやか子育て支援事業（子ども未来部） 340,714 

　　　特定教育・保育施設等を利用する子どもの保護者に対し、所得等に応  

　　じ、保育料および副食費の助成を行い、子育て世帯の経済的負担を軽減す  

　　ることにより、子育て環境の向上を図る。  

(1) [戦] すこやか子育て支援事業 326,528  

対象施設：特定教育・保育施設等（幼稚園を除く）   

対象経費：保育料、副食費   

(2) 幼稚園すこやか子育て支援事業 14,186  

対象施設：幼稚園  

対象経費：副食費  

  

　16　幼稚園副食費補足給付事業（子ども未来部） 1,764 

施設型給付を受けない幼稚園を利用する児童のうち、年収360万円未満  

相当の世帯の児童および年収に関わらず第３子以降の児童を対象に副食費  

を補助する。  
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　17  在宅子育てサポート事業（子ども未来部） 22,846 

 (1) 第１子、２子サポートクーポン  

 保育所等に入所していない未就学児童を養育している世帯に対し、  

子育てサポートクーポン券による各種子育て支援サービスを提供す  

る。  

 (2) 多子世帯サポートクーポン  

保育所等に入所していない第３子以降の未就学児童と当該児童を含  

めた３人以上の子を養育している世帯に対し、多子世帯サポートクー  

ポン券による各種子育て支援サービスを提供する。  

  

　18  ファミリー・サポート・センター運営事業（子ども未来部） 16,343 

子育ての援助を受けたい人（利用会員）と援助を行いたい人（協力会  

員）との相互援助活動に係る連絡・調整等を行い、地域における子育て活  

動を支援する。  

また、利用料金の半額を助成し、利用会員の経済的負担を軽減する。  

  

　19  子育てサービス利用者支援事業（子ども未来部） 8,273 

子育て家庭が、多様な教育・保育施設や子育て支援事業の中から、最適  

な支援サービスを受けることができるよう、情報提供や手続きのサポート  

を行うとともに、地域の関係機関・団体と連携し、子育て家庭を支援す  

る。  

  

　20  児童虐待防止推進事業（子ども未来部） 34,419 

子どもとその家族等からの相談に対応し、必要な支援を行うとともに、  

要保護児童対策地域協議会の活用や養育支援が必要な家庭への訪問援助・  

指導等により、児童虐待およびヤングケアラー等の発生予防と早期発見・  

早期対応に努める。  

  

　21　乳幼児健康診査事業（子ども未来部） 83,992 

乳幼児健康診査や幼児歯科健康診査を行い、乳幼児の発育・発達の確  

認、疾病の早期発見および保健指導を行う。  

また、事後指導として、専門スタッフによる経過観察クリニックを実施  

する。  

  

　22 [戦] 妊産婦保健事業（子ども未来部） 140,924 

妊産婦健康診査（一般健康診査16回、子宮頸がん検査、歯科健康診査、  

精密健康診査、産婦健康診査）や母乳育児相談を実施するほか、多胎妊娠  

のかたへ受診票（６回分）を追加交付する。  

また、保健指導を必要とする妊産婦および新生児に対して訪問指導を行  

う。  

  

　23　未熟児養育医療給付事業（子ども未来部） 20,791 

病院又は診療所に入院を必要とする未熟児（１歳未満）に対して医療の  

給付を行う。  

  

　24　小児慢性特定疾病支援事業（子ども未来部） 99,260 

慢性疾病により、長期にわたり療養を必要とする児童等の医療費の給付  

および自立支援のための相談等を行う。  

また、日常生活の便宜を図るため、受給者からの申請に基づき日常生活  

用具を給付する。  
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　25 [戦] 不妊治療費助成事業（子ども未来部） 46,671 

特定不妊治療（体外受精および顕微授精等）や一般不妊治療を受けた夫  

婦および不育症検査を受けた者の経済的負担の軽減を図るため、治療費等  

を助成する。  

  

　26 [戦] 育児支援事業（子ども未来部） 29,695 

育児不安や育児ストレス等を未然に防ぎ、安心して子育てができるよう  

生後４か月までの乳児のいる家庭への訪問指導や産後ケアを行う。  

  

　27　幼児フッ化物塗布事業（子ども未来部） 6,015 

幼児のむし歯罹患率の低減およびむし歯予防に対する保護者の意識付け  

と正しい知識の普及を図るため、フッ化物塗布を行う。  

  

　28　幼児発達支援事業（子ども未来部） 3,116 

３歳児健診後、教育・保育施設等の集団生活の中で表面化する発達障が  

い等行動発達面の問題を早期に発見し、就学に向けた継続的支援を行う。  

　また、５歳児健康診査体制整備委員会において、５歳児健康診査および  

フォローアップ体制の検討を行う。  

  

　29 [戦] 妊娠期からの相談支援事業（秋田市版ネウボラ）(子ども未来部） 199,962 

妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対して、切れ目ない  

支援を実施するとともに、経済的支援（妊婦支援給付金）を一体的に行  

う。  

  

　30　産前・産後サポート事業(相談支援事業分)（子ども未来部） 821 

妊娠・出産や子育てに関する悩み等について、助産師等による相談支援  

を行い、家庭や地域での妊産婦の孤立感を解消する。  

  

　31 [戦] 放課後児童健全育成事業（子ども未来部） 701,864 

昼間保護者のいない家庭の児童を放課後に受け入れるため、放課後児童  

クラブの運営を委託し、健全育成を行う。  

  

　32 [戦] 放課後子ども教室推進事業（子ども未来部） 53,009 

児童館等において、子どもたちに健全な遊びの場と様々な体験・交流・  

学習の機会を提供し、放課後の安全・安心な子どもの居場所づくりを推進  

する。  

  

　33  新 [戦] 仁井田児童館大規模改修事業（子ども未来部） 4,401 

築46年を経過し、老朽化の著しい仁井田児童館について、非構造部材の  

全面改修を実施し、施設の長寿命化を図る。  

・継続費　令和８～９年度　総額138,754千円  

・令和８年度事業内容　仮児童室設置修繕、構造設計業務等　  

  

  34 [戦] 医療的ケア児保育支援事業（子ども未来部） 24,006 

保育所等において、医療的ケア児の受入れを可能とするための体制を整  

備し、医療的ケア児の地域生活支援の向上を図る。  

  

  35　新　乳児等支援給付費（子ども未来部） 12,194 
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満３歳未満の在宅児が柔軟に利用できる乳児等通園支援事業（こども誰  

でも通園制度）を利用した際に要する費用の一部を支給する。  

 

【施策②　若者の希望の実現】 

 

　１  あきた結婚支援センター運営経費負担金（子ども未来部） 1,062 

県、市町村、協力団体を構成員とする同センターの運営経費を負担す  

る。  

  

　２ [戦] 若者自立支援事業（子ども未来部） 5,490 

社会参加に困難を有する若者に対して、職業体験による就労支援を行う  

　　ほか、講座を開催し、社会人として求められる基礎的な能力の向上を図  

　　り、進路の決定・定着を図る。  

  

　３ [戦] ふたりの出会い応援事業（子ども未来部） 1,600 

出会いや結婚を希望する方を対象にあきた結婚支援センターの登録料を  

全額補助し、会員登録を促す。  

  

　４ [戦] 結婚新生活支援事業（子ども未来部） 　 22,043 

結婚に伴う新生活に対する経済的負担の軽減を図るため、要件を満たす  

新婚世帯に対し引越し費用や家賃等の一部を補助する。  

 

将来都市像４　健 康 で 安 全 安 心 に 暮 ら せ る ま ち 

 

政策２　安心して暮らせる毎日の実現 

 

【施策①　健全な消費・生活衛生環境の確保】 

 

　１　食肉衛生検査所運営管理費（福祉保健部） 45,340 

と畜検査による家畜の疾病排除や解体処理施設に対する衛生指導などを  

実施し、と畜場における食肉の安全性を確保する。  

  

　２　衛生検査課管理費（保健所） 21,848 

食品関係施設や生活衛生関係施設の許認可、監視指導、行政検査の実施  

により食品の安全性の確保、生活衛生関係施設の衛生の維持向上を図ると  

ともに、講習会等の実施により正しい衛生知識の普及・啓発を行う。  

　また、検査機器の計画的整備により、行政検査の迅速性と信頼性を確保  

する。  

  

　３　動物衛生管理費（保健所） 10,356 

狂犬病予防法に基づく犬の登録、狂犬病予防注射の実施を推進するとと  

もに、動物の適正飼養など飼い主の責務について普及啓発を行う。  

 

【施策②　食育の推進】 

 

　１　産前・産後サポート事業（栄養指導事業分）（子ども未来部） 408 
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乳幼児を持つ保護者が食の大切さや望ましい食習慣を理解し、健全な食  

生活を実践できるよう、健康教育や健康相談を行う。  

 

【施策③　保健・医療体制の充実】 

 

　１　病院法人運営費負担金等（福祉保健部） 1,870,825 

市立秋田総合病院が担う救急・精神・結核医療などの政策医療に要する  

経費や、企業債元利償還金の一部等を交付する。  

  

　２　救急医療支援事業費補助金（保健所） 25,992 

本市における医療機能の確保と維持を図るため、救急医療を担う公的病  

院等に対し運営に要する経費の一部を助成する。  

  

　３　新  旧岩見三内クリニック解体撤去等経費（保健所） 29,600 

平成26年４月以降未利用施設となっている、旧岩見三内クリニック（木  

造築50年）を解体撤去する。  

  

　４  奨学金返還助成事業（保健所） 33,280 

看護師・准看護師、歯科衛生士を対象として、市内医療機関等に就職す  

ることなどを要件に奨学金の返還に対し助成し、人材不足の解消を図る。  

＜債務負担行為設定＞  

・募集期間　①看護師・准看護師　平成30年度から令和８年度まで  

②歯科衛生士　令和２年度から令和８年度まで  

・助成期間  ５年間  

・助成金額　最大100万円（年助成額上限20万円×５年間）  

・助成要件　①募集開始年度以降、新たに対象職種として市内医療機関  

等に従事する者  

②市内に住所がある者  

③(独)日本学生支援機構等の奨学金（入学時の一時金を含  

む）の貸与を受けた者  

④秋田県奨学金返還助成制度に該当する場合は、当該制度  

を併せて活用  

  

　５　地域保健推進員活動支援事業（保健所） 825 

自主的に活動する地域保健推進員が、市民の疾病予防および健康づくり  

に積極的に取り組めるよう研修会を開催するほか、活動費の補助を行う。  

  

　６  歩くベあきた健康づくり事業（保健所） 1,729 

働く世代の歩数増加と運動習慣の定着化を図り、生活習慣病を予防する  

ため、ウォーキングアプリを活用して仲間とチームを組んで歩く機会を促  

すとともに、月別歩数や健康情報の発信等を行う。  

  

　７　がん検診等事業（保健所） 216,867 

胃がん（Ｘ線、内視鏡）、胸部（肺がん・結核）、大腸がん、子宮頸が  

ん、乳がん、前立腺がん、骨粗鬆症、歯周疾患、後期高齢者歯科の各検診  

を実施する。  

がん検診では、早期発見・早期治療を図るため、引き続き本市独自の自  

己負担の割引制度を実施し、文書による勧奨（コール）および再勧奨（リ  

コール）を行う。  
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　８ [戦] がん患者医療用ウイッグ等購入費助成事業（保健所） 3,763 

がん治療に伴う脱毛時に使用する医療用ウイッグや乳がん手術後の乳房  

補正具の購入費を助成し、がん患者の負担軽減や社会参加の促進と療養生  

活の質の向上を図る。  

・助成品目　フルウイッグ  

　　　　　　新 部分ウイッグ、頭皮保護ネット、インナーキャップ  

　　　　　　乳房補正具  

  

　９　精神保健対策事業（保健所） 8,338 

精神障がい者の早期治療、社会復帰および社会参加の促進を図るととも  

に、精神障がいに対する市民の理解を深め、心の健康づくりを進める。  

・精神保健福祉相談、健康教育等の実施  

・精神障がい者の措置診察等の実施  

・自立支援医療、精神障害者保健福祉手帳の申請受付等の実施  

  

　10 [戦] 自殺対策事業（保健所）    5,745 

　　　「第２期秋田市民の心といのちを守る自殺対策計画」に基づき、自殺対  

策の充実・強化と民間団体の活動支援を行い、本市における自殺者数の減  

少を図る。  

・推進体制の充実  

・相談体制の充実  

・地域における早期対応の人材育成、心の健康づくり  

・民間団体の活動支援  

  

　11　感染症予防対策等の充実（保健所） 22,441 

感染症の発生予防および発生時のまん延防止のため、感染症の発生動向  

を把握するとともに、正しい知識の普及啓発、健康診断の実施および医療  

費の公費負担を行う。  

(1) エイズ予防対策事業  2,781  

(2) 結核・感染症発生動向調査事業 8,254  

(3) 感染症予防事業 1,747  

(4) 結核予防費補助金 3,188  

(5) 結核対策事業  3,673  

(6) 結核医療費公費負担事業 2,798  

  

　12　予防接種事業（保健所） 870,856 

感染のおそれがある疾病の発生およびまん延を予防するため、定期の予  

防接種を全額、又は一部を公費負担で実施する。  

・Ａ類疾病　五種混合（ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、Ｈｉｂ  

　　　　　感染症）、麻しん、風しん等  

　　　　　　新 ＲＳウイルス感染症  

・Ｂ類疾病　高齢者のインフルエンザ、肺炎球菌、新型コロナウイルス  

　　　　　感染症、帯状疱疹  

    

　13  風しん抗体検査費・予防接種費助成事業（保健所） 2,785 

風しんおよび先天性風しん症候群の発生を防ぐため、妊娠を希望する女  

性およびその配偶者等に対して風しん抗体検査を実施し、抗体価の低いか  

たに対し、任意の予防接種費用を助成する。  
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【施策⑤　社会保障制度の適正な運営】 

 

　１　生活困窮者自立支援事業（福祉保健部） 43,870 

生活困窮者自立支援法に基づき、生活保護に至る前の段階で自立支援の  

措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図る。  

(1) 自立相談支援事業 23,378  

(2) 住居確保給付金支給事業 3,354  

(3) 子どもの学習・生活支援事業 14,857  

(4) 就労準備支援事業 2,281  

  

　２　自立支援プログラム策定実施推進事業（福祉保健部） 9,194 

生活保護受給世帯の自立を支援するため、自立支援プログラムの一環と  

して、専門職員を配置し、助言・指導を行う。  

  

　３　生活保護適正実施推進等事業（福祉保健部） 21,029 

生活保護制度の適正実施を推進するため、医療扶助の点検および収入や  

資産状況を把握する。  

また、生活習慣病の発症予防や重症化予防等を推進し、医療扶助の適正  

化を図るため、健康上の課題を抱える被保護者に対して医療扶助レセプト  

データ等に基づく保健・生活面での支援を行う。  

  

　４　生活保護システム標準化事業（福祉保健部） 16,447 

現行の生活保護システムは令和８年９月30日で賃貸借契約が満了するた  

め、令和８年９月までに国が示す標準仕様書へ適合したシステムに更新す  

る。  

  

　５　介護保険事業（福祉保健部・保健所） 31,743,811 

介護サービス給付事業等を行うとともに、制度の普及啓発とサービス利  

用に関する情報提供や市民ニーズの把握および相談体制の充実を図る。  

(1) 総務費 622,622  

・新 介護保険事務処理システム等更新・運用経費　等  

(2) 保険給付費 29,846,631  

(3) 地域支援事業費 1,226,434  

ア　介護予防・生活支援サービス事業   

イ　一般介護予防事業   

ウ　包括的支援事業   

エ　任意事業  

(4) 保健福祉事業費 25,485
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社会福祉審議会資料 

令和８年５月２５日 

子 ど も 総 務 課 

 

秋田市こども計画の策定について 

 

１ 計画策定について 

 ・こども基本法第１０条第２項に基づき、国のこども大綱および秋田県こども計画

を勘案し、令和８年３月に「秋田市こども計画」（以下「本計画」という。）を

策定しました。 

 ・これまで、こどもや若者、子育て当事者を支援する施策を「秋田市子ども・子育

て未来プラン（以下「プラン」という。）」および「秋田市子どもの未来応援計画

（子どもの貧困対策）」に基づき推進してきましたが、こども施策をさらに充実さ

せるため、こども大綱の視点や直近の市民ニーズを踏まえた点検・見直しを加えて、

両計画を引き継ぐとともに、子ども・若者育成支援推進法に関する事項を含むもの

としています。 

２ 計画期間 

  本計画に引き継いだ第４次プランとの整合性を図るため、第４次プランの終期に

合わせ、本計画の計画期間は令和８年度から令和１１年度までの４年間とし、令和

１２年度からの第二期以降は５年を一期として策定します。 

３ 計画の体系・構成 

基本

計画 

基本

理念 

すべてのこども・若者が、心豊かで健やかに成長し、自分らしく

輝けるまち 

基本

的な

視点 

１ すべてのこども・若者の成長を支援する視点 

２ 発達過程に応じて切れ目なく支援する視点 

３ こども・若者・子育て当事者の視点に立って施策を推進する視点 

４ こども・若者を社会全体で応援する視点 

基本

目標 

１ 未来世代の参画と挑戦を支える環境づくりの推進 

２ ライフステージに応じた支援の充実 

３ 様々な状況にあるこども・若者が健やかに成長できる支援の充実 

４ 子育て当事者が安心して子育てできる環境づくりの推進 

実施

計画 

取組･

事業 

施策達成のための個別の取組・事業（毎年度作成） 

 

４ 今後の予定 

  子ども・子育て会議（児童専門分科会）委員からご意見をいただきながら、本計

画を推進していきます。 

※ 本計画は、本市ホームページ（https://www.city.akita.lg.jp/shisei/hoshin-k

eikaku/1011482/1047033/1050471.html（ページ番号1050471）からご覧ください。 
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〈秋田市社会福祉審議会の機構図〉 

  

 秋田市社会福祉審議会  

 （福祉総務課）   　　根拠法令 

  　５２名以内条　　　　委員長１名法   　　  法…社会福祉法 

    （正委員）    　　副委員長１名要   　　  令…社会福祉法施行令 

  　　   条…社会福祉審議会条例 

                            　　   要…審議会運営要綱等 

                   　　   自…地方自治法

 　　専門分科会または部会は、分科会長または部会長が招集し、その議長となる 要 

 　　重要または異例な事項を除いて（民生はすべて）専門分科会の決議をもって審議会の決議とする 要 

 　　障害程度等について諮問を受けたときは、審査部会の決議が審議会の決議となる 令  

   

民生委員審査  障 が い 者 児 童 高 齢 者  地 域 福 祉  

専 門 分 科 会   専 門 分 科 会 専 門 分 科 会 専 門 分 科 会   専 門 分 科 会   

（福祉総務課）  （障がい福祉課） （子ども総務課） (長 寿 福 祉 課)  （福祉総務課）  

６名（兼務）  13名 19名 13名  12名（兼務５名）  

     　    

 委員長が指名する   委員長が指名する  委員長が指名する 委員長が指名する   委員長が指名する  

 委員・臨時委員令   委員・臨時委員  委員・臨時委員  委員・臨時委員   委員・臨時委員  

 分科会長１名 条   分科会長１名 条  分科会長１名 条  分科会長１名 条   分科会長１名 条  

 副 会 長１名 要   副 会 長１名 要  副 会 長１名 要  副 会 長１名 要   副 会 長１名 要

   

                              

                     　審 査 部 会令     認可確認部会要  

　　　　　　　　　　　（障がい福祉課)       （子ども総務課)  

   　　　　　　　　　　　 14名（臨時14名)     ６名(兼務６名)

                        

                       部会長１名 要  　 部会長１名 要  

                       副部会長１名 要     副部会長１名 要  

  

  ※被措置児童等  

　　虐待報告部会要  

   （子ども総務課） 　　 

  ５名(兼務５名)  

  　

　　部会長１名 要  

  　副部会長１名 要  

                                      　※ 【新部会】（案）                                      

  　　　　　　（第１回全体会で審議予定） 
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秋田市社会福祉審議会の運営について 

 

《会　　議》

委 員 長 が 招 集 条  出席委員の過半数

審　議　会  の賛成で可決 条

 

委員の1/4が請求 条  

 委 員 の 可否同数のときは 

 過半数の出席 委員長の決すると 

専門分科会 分科会長が招集 要        　  条 ころによる 条

           要

部　　　会 部 会 長 が 招 集 要  否　　　　　決

     　　　　　※会議の出席人数および議決人数については臨時委員は委員とみなす条 

     　　　　　※民生委員審査専門分科会および審査部会は、緊急その他やむを得ない場合、 

　　　　　　　　 文書その他の方法により、会議の議事を行うことができる要 

 

《委員および臨時委員》 

○委員および臨時委員は非常勤とする自 

○委員の任期は３年条 

○委員に欠員が生じた場合の補欠の任期は、前任者の残任期間条 

                                                                                         

              

 前 委 員    新 委 員   辞　 任  次期委員  

              

                               

   補　 欠  

   

３年(令和６年５月８日まで) ３年(令和６年５月９日から令和９年５月８日まで) ３年(令和９年５月９日～) 

 

○審査部会に属する委員は、障がい者専門分科会に属する医師たる委員および臨時委員のうちから委員長が指

名する要 

 

《専門分科会、部会の決議》 

 

部　会  　　　　 専門分科会  

 　 

  

重要・異例なものを除き議決  秋田市社会福祉審議会

　 

 

合同部会 合同分科会  　

 

 ※調査審議事項が他の分科会・部会と密接な関係にある場合は、必要に応じて合同分科会・合同部会を開催 

 

 《報酬》 

○全体会・専門分科会      ：日額　　７，０００円 

○審査部会                ：年額　３６，０００円 

○審査部会以外の部会　　　：日額　　７，０００円
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 社 会 福 祉 法
 （昭和二十六年三月二十九日法律第四十五号）

 （前略）
 

第二章　地方社会福祉審議会 
 
（地方社会福祉審議会） 

第七条　社会福祉に関する事項（児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除
く。）を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法（昭和二十二年法律第六
十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）
及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下「中核市」という。）に
社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関（以下「地方社会福祉審議会」と
いう。）を置くものとする。 

２　地方社会福祉審議会は、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長の監督
に属し、その諮問に答え、又は関係行政庁に意見を具申するものとする。 
 
（委員） 

第八条　地方社会福祉審議会の委員は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の議
会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府
県知事又は指定都市若しくは中核市の長が任命する。 
 
（臨時委員） 

第九条　特別の事項を調査審議するため必要があるときは、地方社会福祉審議会に
臨時委員を置くことができる。 

２　地方社会福祉審議会の臨時委員は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の議
会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府
県知事又は指定都市若しくは中核市の長が任命する。 
 
（委員長） 

第十条　地方社会福祉審議会に委員の互選による委員長一人を置く。委員長は、会
務を総理する。 
 
（専門分科会） 

第十一条　地方社会福祉審議会に、民生委員の適否の審査に関する事項を調査審議
するため、民生委員審査専門分科会を、身体障害者の福祉に関する事項を調査審
議するため、身体障害者福祉専門分科会を置く。 

２　地方社会福祉審議会は、前項の事項以外の事項を調査審議するため、必要に応
じ、老人福祉専門分科会その他の専門分科会を置くことができる。 
 
（地方社会福祉審議会に関する特例） 

第十二条　第七条第一項の規定にかかわらず、都道府県又は指定都市若しくは中核
市は、条例で定めるところにより、地方社会福祉審議会に児童福祉及び精神障害
者福祉に関する事項を調査審議させることができる。 

２　前項の規定により地方社会福祉審議会に児童福祉に関する事項を調査審議させ
る場合においては、前条第一項中「置く」とあるのは、「、児童福祉に関する事
項を調査審議するため、児童福祉専門分科会を置く」とする。 
 
（政令への委任） 

第十三条　この法律で定めるもののほか、地方社会福祉審議会に関し必要な事項は、
政令で定める。 

 
 （後略）
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 社 会 福 祉 法 施 行 令

 （昭和三十三年六月二十七日政令第百八十五号）

 （前略）

 

 （民生委員審査専門分科会） 

第二条　民生委員審査専門分科会に属すべき委員は、当該都道府県又は指定都市若

しくは中核市の議会の議員の選挙権を有する地方社会福祉審議会（法第七条第一

項 に規定する地方社会福祉審議会をいう。以下同じ。）の委員のうちから、委

 員長が指名する。 

２　民生委員審査専門分科会に属する委員がその職務上の地位を政党又は政治的目

的のために利用した場合は、当該委員について、委員長は、前項の規定による指

 名を取り消すことができる。 

３　民生委員審査専門分科会の決議は、これをもつて地方社会福祉審議会の決議と

 する。 

 

 （審査部会） 

第三条　地方社会福祉審議会は、身体障害者の障害程度の審査に関する調査審議の

 ため、身体障害者福祉専門分科会に審査部会を設けるものとする。 

２　審査部会に属すべき委員及び臨時委員は、身体障害者福祉専門分科会に属する

 医師たる委員及び臨時委員のうちから、委員長が指名する。 

３　地方社会福祉審議会は、身体障害者の障害程度に関して諮問を受けたときは、

 審査部会の決議をもつて地方社会福祉審議会の決議とすることができる。 

 

（後略）
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秋田市社会福祉審議会条例 

 

 平成12年３月27日条例第９号

 

 　（設置）

第１条　社会福祉法（昭和26年法律第45号。以下「法」という。）第７条

第１項の規定に基づき、秋田市社会福祉審議会（以下「審議会」という。）

 を置く。

 　　　　（平12条例48・一部改正）

 　（調査審議事項の特例）

第２条　審議会は、法第12条第１項の規定に基づき、児童福祉および精神

 障害者福祉に関する事項を調査審議するものとする。

２　前項の児童福祉に関する事項には、子ども・子育て支援法（平成24年

法律第65号）第72条第1項各号に掲げる事務に関する事項および就学前

の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平

成18年法律第77号)第25条に規定する機関が同条に掲げる規定によりそ

 の権限に属させられた事項を含むものとする。

　　　　（平12条例48・平25条例50・平26条例56・平29条例10・令5条例6

 ・一部改正）

 　（組織）

 第３条　審議会は、委員52人以内で組織する。

２　審議会の委員の任期は３年とし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任

 期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

        （平26条例35・一部改正）

 　（委員長の職務を行う委員）

第４条　審議会の委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委

 員が、その職務を行う。

 　（会議）

 第５条　審議会は、委員長が招集する。

２　委員長は、委員の４分の１以上が審議すべき事項を示して招集を請求

 したときは、審議会を招集しなければならない。

３　審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行う

 　ことができない。

４　審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、

 　委員長の決するところによる。

５　臨時委員は、当該特別の事項について議事を開き、議決を行う場合に

案５
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 　は、前２項の規定の適用については、委員とみなす。

 　（専門分科会）

第６条　審議会の専門分科会（民生委員審査専門分科会を除く。以下この

　条において同じ。）に属すべき委員および臨時委員は、委員長が指名す

 　る。

２　審議会の各専門分科会に専門分科会長を置き、その専門分科会に属す

 　る委員および臨時委員の互選によってこれを定める。

 ３　専門分科会長は、その専門分科会の事務を掌理する。

４　専門分科会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員又は

 　臨時委員が、その職務を行う。

第７条　前条第２項の規定は、民生委員審査専門分科会について準用する。

　この場合において、同項中「委員および臨時委員」とあるのは、「委員」

 　と読み替えるものとする。

２　前項において準用する前条第２項の規定により民生委員審査専門分科

　会に置かれる専門分科会長については、同条第３項および第４項の規定

　を準用する。この場合において、同項中「委員又は臨時委員」とあるの

　は、「委員」と読み替えるものとする。 

 　（庶務）

 第８条　審議会の庶務は、福祉保健部福祉総務課において処理する。

 　（委任）

第９条　この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、

 　委員長が審議会に諮って定める。

 

 　　　附　則

 　（施行期日）

 １　この条例は、平成12年４月１日から施行する。

 　（経過措置）

２　この条例の施行の際現に委員又は臨時委員として任命されている者の

 　任期は、第３条の規定にかかわらず、平成12年５月８日までとする。

　（秋田市社会福祉審議会の調査審議する事項の特例を定める条例の廃止） 

３　秋田市社会福祉審議会の調査審議する事項の特例を定める条例（平成

 　８年秋田市条例第33号）は、廃止する。

 　　　附　則（平成12年９月29日条例第48号）

　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第４条の規定は、平成13

 年１月６日から施行する。

 　　　附　則（平成25年９月30日条例第50号）

案５
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案５
 　この条例は、公布の日から施行する。

 　　　附　則（平成26年３月25日条例第35号）

 　この条例は、公布の日から施行する。

 　　　附　則（平成26年6月30日条例第56号）

 　この条例は、規則で定める日から施行する。

 　　　　(平成27年規則第2号で平成27年4月1日から施行)

 　　　附　則（平成29年３月17日条例第10号）

 　この条例は、平成29年４月１日から施行する。

 　　　附　則(令和5年3月22日条例第6号)

 　この条例は、令和5年4月1日から施行する。
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 秋田市社会福祉審議会運営要綱

 

 　（趣旨）

第１条　この要綱は、秋田市社会福祉審議会条例（平成12年秋田市条例第

９号。以下「条例」という。）の規定に基づき、秋田市社会福祉審議会

（以下「審議会」という。）の運営に関し、必要な事項を定めるものと

する。 

　（副委員長の指名等） 

第２条　審議会に委員長の指名による副委員長１人を置く。 

２　副委員長は、委員長に事故があるときはその職務を代理する。 

３　委員長および副委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する

委員がその職務を代理する。 

　（専門分科会） 

第３条　審議会に児童専門分科会、障がい者専門分科会、高齢者専門分科

会、民生委員審査専門分科会、地域福祉専門分科会を置く。専門分科会

においては、次の各号に定める事項を調査審議する。 

　(1) 児童専門分科会 

      児童および母子の保健福祉に関する事項 

　(2) 障がい者専門分科会 

      障がい者（児）の保健福祉に関する事項 

　(3) 高齢者専門分科会 

　　　高齢者の保健福祉に関する事項 

　(4) 民生委員審査専門分科会 

      民生委員の適否の審査に関する事項 

　(5) 地域福祉専門分科会 

      地域福祉の推進に関する事項 

２　前項に掲げる専門分科会の決議は、これをもって審議会の決議とする。

ただし、民生委員審査専門分科会を除く専門分科会にあっては、重要ま

たは異例な事項についてはこの限りでない。 

３　第２条の規定は、専門分科会においてこれを準用する。 
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　（審査部会） 

第４条　身体障がい者の障害程度等の審査に関する調査審議のため、障が

い者専門分科会に審査部会を設置する。 

２　審査部会に属すべき委員および臨時委員は、障がい者専門分科会に属

する医師たる委員および臨時委員のうちから、委員長が指名する。 

３　審議会は、身体障害者福祉法施行令（昭和25年政令第78号。以下

「令」という。）第５条第１項に基づき諮問されたとき、ならびに身体

障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第２項および令第３条第

３項ならびに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（平成17年法律第123号）第59条第１項に規定する指定自立支援医療

機関の指定等についての意見を求められたときは、審査部会の決議をも

って審議会の決議とすることができる。 

　（部会） 

第５条　審議会が必要と認めるときは、審査部会のほかに、専門分科会に

部会を設置することができる。 

２　部会（審査部会を含む。以下同じ。）に委員の互選による部会長１人

を置き、副部会長の指名等については、第２条の規定を準用する。 

３　部会長は、部会の事務を掌理する。 

４　この要綱に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会

長が部会に諮って定める。 

　（会議） 

第６条　専門分科会および部会の会議については、条例第５条の規定を準

用する。 

２　前項の規定にかかわらず、次に掲げる専門分科会および部会の専門分

科会長および部会長は、緊急その他やむを得ない事情のある場合は、文

書その他の方法により、会議の議事を行うことができる。 

　(1) 民生委員審査専門分科会 

　(2) 審査部会 

　（任期） 

第７条　臨時委員の任期については、委員長が定める。 
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　（庶務） 

第８条　審議会の庶務は、福祉保健部福祉総務課において処理する。なお、

専門分科会および部会の庶務は、委員長が定める。 

　（委任） 

第９条　この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、

委員長が定める。 

 

　　  附　則 

　（施行期日） 

１　この要綱は、平成12年５月９日から施行する。 

　（秋田市社会福祉審議会運営要綱の廃止） 

２　秋田市社会福祉審議会運営要綱（平成９年５月９日審議会決議）は、

廃止する。 

　　  附　則 

　この要綱は、平成13年５月22日から施行する。 

　　  附　則 

　この要綱は、平成18年４月１日から施行する。 

　　  附　則 

　この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

　　  附　則 

　この要綱は、平成22年５月19日から施行する。 

　　  附　則 

　この要綱は、平成23年５月30日から施行する。 

　　  附　則 

　この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

　　  附　則 

　この要綱は、平成27年５月９日から施行する。 
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